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佐情第　　８３　　号　 

令和８年　５月２７日　 

  総務大臣　林　芳正   殿 

 

　佐伯市長　冨髙　国子 

 

事後評価報告書（中間評価） 

 

無線システム普及支援事業等補助金交付要綱補足事項の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。  

 

 

記 

 

１．事業概要 

(1) 工事完了日　　：令和６年３月１１日 

(2) サービス開始日：令和６年３月１１日 

 

２．目標達成状況（累計） 

　　 

（参考） 

 

 

 

 

 
指　標

目標 

（目標年度）

（実績値/目標値）

 令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

 公共 Wi-Fi 設

置台数

31箇所 

（令和５年度）
８/31

【参考】 

８/31

【参考】

29/31

【参考】 

－/31

【参考】 

－/31

 教 育 施 設 用

Wifi の設置数

３箇所 

（令和５年度）
３/３

【参考】 

３/３

【参考】 

３/３

【参考】 

－/３

【参考】 

－/３

 家庭用 Wifi 

の設置数

489 箇所 

（令和９年度）
515/400 516/423 516/445 －/467 －/489

 
提供可能回線数

利用回線数

 
令和５年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度

 
1,223回線 526 527 555 ― ―
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３．目標達成に向けて実施した取組 

 

４．評価　 

 

５．課題への対応策（中間評価のみ） 

 

 加入促進のため令和 6年 3月、令和 7年 3月の市報にて光化の記事を掲載した。 

インターネット加入者には Wi-Fi 機能付き D-ONU を設置した。

 □公共施設用 Wi-Fi の設置数： 

公共施設については令和５年度に８個、令和７年度に 29 個と順調に設置数が増加

しており、令和 8 年度に 2 個の設置予定があり当初の目標（31 個）を達成予定であ

る。 

 

□教育施設用 Wi-Fi の設置数： 

現在、教育施設については目標の３箇所を達成している。 

 

□家庭用 Wi-Fi の設置数： 

現在、家庭用 Wi-Fi については目標の 489 個を達成している。 

 

□利用回線数 

　インターネット契約者には Wi-Fi 機能付き D-ONU を設置しているため、利用回線数は

設置箇所数と同数となる。よって、令和８年度３月末時点までに Wi-Fi 設備を設置し

た公共施設 29 箇所、教育施設３箇所、家庭用 Wi-Fi を 516 箇所、併せて 555 箇所を設

置し、順調に推移している。引き続き周知をホームページ等で加入促進の取組を行う

ことで利用回線数の増加に努める。

 公共施設用 Wi-Fi の設置数については、令和８年度内に残りの計画数を設置し目標を達成

する見込みである。 

教育施設用 Wi-Fi の設置数は達成している。 

家庭用 Wi-Fi の設置数は、目標の 489 箇所を達成している。今後も引き続きホームページ等

での周知広報を行い、家庭用 Wi-Fi の設置率の更なる向上を目指す。


